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県
の
障
害
福
祉
計
画
は
障
害

者
総
合
支
援
法
に
基
づ
い
て
、

市
町
村
が
定
め
る
計
画
の
達
成

に
資
す
る
た
め
に
広
域
的
な
見

地
か
ら
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

相
談
支
援
、
地
域
生
活
支
援
事

業
等
の
提
供
体
制
を
確
保
す
る

た
め
の
計
画
で
す
。

施
設
入
所
者
及
び
入
院
中
の

精
神
障
害
が
地
域
移
行
さ
れ
る

数
値
目
標
を
定
め
、
達
成
す
る

た
め
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

見
込
み
量
を
定
め
て
い
ま
す
。

①
平
成
17
年
度
の
入
所
者
の
数

値5
,
0
9
4

人
か
ら
、
地
域
生
活
移

行
者
は9

1
5

人
（
18%

）
、
施
設

入
所
者
は4

,
9
4
7

人
と
な
り
、1

4

7

人
（
３
％
）
減
少
し
て
い
ま
す
。

②
地
域
生
活
移
行
先
は
、
６
割

程
度
が
GH
、
２
割
が
家
庭
復
帰

と
な
っ
て
い
ま
す
。

(1)
行
政
機
関
及
び
事
業
者
が
障

害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消

す
る
た
め
の
措
置
。

「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁

止
」
は
行
政
・
事
業
者
と
も
に

法
的
義
務
、
「
合
理
的
配
慮
の

提
供
」
は
行
政
が
法
的
義
務
、

事
業
者
は
国
が
示
す
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
遵
守
し
ま
す
。

(2)
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
県

の
取
組
み

①
県
の
職
員
全
体
に
職
員
研
修

等
を
実
施
し
ま
す
。

②
職
員
対
応
要
領
を
作
成
・
公

表
し
、
相
談
窓
口
を
設
置
し
、

障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協

議
会
の
設
置
。

(1)
障
害
者
の
地
域
生
活
を
支
援

す
る
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
創
設
。

(2)
障
害
児
に
対
す
る
具
体
的
な

き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
体

制
の
構
築

(3)
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
・
向

上
に
向
け
た
環
境
整
備

(4)
重
度
訪
問
介
護
の
訪
問
先
が

入
院
中
の
医
療
機
関
へ
も
拡
大
。

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
う
ち
、

65
歳
以
上
が
占
め
る
割
合
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
次
の
よ

う
な
課
題
が
あ
る
。

①
介
護
サ
ー
ビ
ス
優
先
の
原
則

下
で
は
、
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
固

有
の
支
援
に
限
り
継
続
可
能
。

②
従
来
の
体
制
・
人
員
で
は
十

分
な
支
援
が
行
な
え
な
い
。

③
高
齢
化
に
よ
る
日
中
活
動
に

不
参
加
、
若
年
者
と
同
様
の
活

動
が
難
し
く
な
る
と
の
指
摘
が

あ
る
。

④
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

で
は
高
齢
者
対
応
ノ
ウ
ハ
ウ
が
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で
は
障

害
者
に
対
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
そ

れ
ぞ
れ
乏
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

支
援
技
術
の
向
上
が
必
要
。

⑤
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

が
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
し
て
提
供

で
き
る
よ
う
に
介
護
保
険
事
業

所
に
な
り
や
す
く
す
る
見
直
し

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
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神
奈
川
施
保
連
学
習
会
（７
月
３
日

海
老
名
市
文
化
会
館
）

神
奈
川
県
の
障
害
福
祉
施
策
の
課
題
と
取
り
組
み

講
師

神
奈
川
県
保
健
福
祉
局
福
祉
部

障
害
福
祉
課
障
害
サ
ー
ビ
ス
担
当
課
長

弘
末
竜
久
氏

神
奈
川
県
障
害
福
祉

計
画
に
関
す
る
取
組

第
３
期
計
画
（
Ｈ
24
年
度
か

ら
26
年
度
）
の
期
末
実
績

障
害
者
差
別
解
消
法
と

県
の
取
組
み

障
害
者
総
合
支
援
法
の

施
行
後
３
年
の
見
直
し

の
内
容
と
方
向

高
齢
障
害
者
に
対
す
る
支

援
の
今
後
の
課
題
と
取
り

組
み
（
社
会
保
障
審
議
会
障
害

者
部
会
報
告
抄
）
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⑥
送
り
側
の
障
害
福
祉
事
業

所
と
受
け
入
れ
側
の
介
護
保

険
施
設
等
の
連
携
と
適
切
な

支
援
が
必
要
で
あ
る
。

⑦
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
に
心
身
機
能
低
下
に
対
す

る
支
援
手
法
を
位
置
づ
け
る

べ
き
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
措

置
か
ら
契
約
に
な
り
、
多
様

な
経
営
主
体
の
参
画
に
よ
り

取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変

化
し
て
き
て
お
り
、
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
需
要
も
多
様
化
複
雑

化
し
質
量
両
面
の
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
内
部
留
保
が
膨
大

だ
と
か
一
部
不
適
切
な
運
営

が
あ
る
と
の
報
道
が
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
法
人
内
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
強
化
や
運
営
の

透
明
性
の
確
保
に
よ
り
、
責

務
を
果
た
し
て
い
る
姿
を
示

す
よ
う
な
枠
組
み
が
必
要
と

さ
れ
て
き
て
い
る
。

(1)
経
営
組
織
の
変
革
。

(2)

事
業
運
営
の
透
明
性
の
向

上
公
益
法
人
と
同
等
以
上
の

運
営
の
透
明
性
確
保
。

(3)
財
務
規
律
の
強
化

(4)
地
域
に
お
け
る
公
益
的
な

取
組
を
実
施
す
る
責
務

社
会
福
祉
法
の
本
旨
に
基

づ
き
、
無
料
又
は
低
額
な
料

金
に
よ
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
責
務
の
新
設
。

(5)
行
政
の
関
与
の
在
り
方

監
査
情
報
を
法
人
の
指
導

監
督
者
（
市
町
村
、
都
道
府

県
、
厚
生
労
働
省
）
が
収
集
・

公
表
・
分
析
す
る
と
と
も
に

県
域
あ
る
い
は
全
国
に
集
約

し
て
、
情
報
集
約
・
公
表
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。

障害を持つ人たちが病気になったとき、
ケガをしたときに備えて

神奈川施保連では、知的障害児者や自閉症児者が病気やケガをしたとき、ま
た、そのために入院したときなどに備え、「やまゆり知的障害児者生活サポー
ト協会」の運営に参加しています。加入資格、その他の詳細は、下記までお
問い合わせください。

やまゆり知的障害児者生活サポート協会
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2 神奈川県社会福祉会館内

TEL 045-314-7716 FAX 045-324-0426

社
会
福
祉
法
人
改
革

社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
概
要

今
回
の
学
習
会
で
、
受
け

た
印
象
は
、
障
害
者
総
合
支

援
法
が
３
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
、
行
政
機
関
と
し
て
も
、

対
応
に
か
な
り
時
間
が
と
ら

れ
て
お
り
、
国
の
方
針
と
県

の
方
針
と
の
す
り
合
わ
せ
の

大
変
さ
が
わ
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
障
害
者
を
持
つ

親
、
兄
弟
姉
妹
と
し
て
、
入

所
施
設
で
な
け
れ
ば
安
心
・

安
全
な
生
活
が
で
き
な
い
知

的
障
害
の
あ
る
人
た
ち
が
い

る
と
い
う
実
態
を
踏
ま
え
、

国
や
県
・
市
町
村
に
画
一
的

な
移
行
を
行
わ
な
い
よ
う
見

守
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

し
た
。

ま
た
社
会
福
祉
法
人
改
革

の
具
体
化
に
つ
い
て
は
、
施

設
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
低

下
を
引
き
起
こ
す
こ
と
の
無

い
様
、
注
視
し
、
必
要
な
提

起
を
行
っ
て
い
く
必
要
も
あ

る
と
思
い
、
今
後
の
福
祉
施

策
を
再
度
勉
強
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
学
習
会
で
あ
り
ま

し
た
。

お
忙
し
い
と
こ
ろ
学
習
会

の
講
師
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

文
責

広
報
部
会

学
習
会
を
終
え
て

(2)


